
山形大学医学部重粒子センター視察
　8月1日秋田県がん対策推進議員連盟で山形大学医学部の東日本
重粒子センターを視察しました。2012年に当時の学長が設置を提
言、9年の歳月をかけ北海道・東北初の重粒子線がん治療装置が完成、
昨年２月から治療が開始されました。重粒子線治療とは、重粒子（炭
素の原子核）を高速加速して腫瘍に照射し、DNAの分子構造に損
傷を与えて細胞死を誘起する治療法で全国に7施設あります。特徴
は①Ⅹ線や陽子線に比べ効き目が強い②ピンポイント照射で正常臓
器へのダメージが少ない③照射の回数が少ないため短期間で治療が
できることです。
　現在は患者の8割が山形県人で、ほとんどが前立腺がん（保険適用）
の治療とのことですが、ぜひ秋田県の皆さんにもこの治療について
知っていただき、多くの方に利用していただきたい、
とのことでした。詳しくはホームページかQRコードで
ご覧ください。

　8月1日、山形県南陽市に昨年4月開設された「まな
びのへやバンビーナ南陽」を訪問しました。この施設
は重度の身体障がいや医療的ケアが必要な子どもと大
人が利用できます。未就学児を対象とした「児童発達
支援」、小学生から高校生を対象とした「放課後等デ
イサービス」、そして18歳以上30歳までの大人を対
象にした「生活介護」の機能を備えています。山形市
内でも障がいのある子どもたちのための通所施設を運
営している理事長の佐藤奈々子さんは「障がいがある
から自立できないのではありません。人の手を借りて
自分らしく生きることが自立。子どもたちも家から出
て自立していくことが大事だと思うので、将来的にグ
ループホームをいつかつくりたい。南陽市の施設はそ
のモデルになると考えています。地域で見守れる仕組
みをつくっていけば、ご両親もごきょうだいも安心で
すよね」と今後の目標も含め話してくれました。
　その後、山形市南部児童遊戯施設も案内していただ
きました。障がい児と健常児が一緒に遊べるインク
ルーシブな施設として今年の4月オープンしたばかり。
蔵王連峰の山並みや雲を思わせる曲線で形作られた
ドーム型の施設と5つの広場があり、無料で利用でき
ます。施設には車いすや幼児でも上りやすいよう緩や

かなスロープが付いた滑り台などを設置、屋外には車
いすのままで乗れるブランコもありました。子どもた
ちが幼少期から多様な個性に触れ合い、差別解消や共
生社会の実現につなげようとする市の取り組みに感心
しました。「できない理由を探すよりも、一つでもで
きることを見つけてみんなで取り組むことが大事」と
いう佐藤理事長の一言に勇気をもらって秋田に帰って
きました。

　６月７日「議会活動に関
する若者との意見交換会」
でグループの進行役を務め
ました。若者と県議会議員 
が「議員のなり手不足の解
消について」をテーマに意
見交換を行いました。これ
から議員になることを目指
している若者の意見や保護
者会で話題になっているコ
ロナ禍の幼児に対するマス
ク着用や小学生の重いラン
ドセル等、さまざまな意見
も聞くことができ、大変勉
強になりました。

　この意見書は要約すると「我が国の憲法には大
規模災害や感染症その他の緊急事態に対応するた
めの規定がないことから多くの課題を残してきた。
国は緊急事態に対応できる施策と法整備、さらに
は根拠規定たる憲法について議論をすすめるよう
要望する」という内容です。
　一見もっともな意見書案に見えます。が、本当
に緊急事態条項があればもっとスピーディに対応
できたのでしょうか。例えば東日本大震災の際の
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対応が不十分だったのは、高度に整備された法制
度があるのに平時から災害に備えた事前の準備が
ほとんどなされていなかったこと、また国からの
自治体に対する権限委譲が不十分だったためであ
り、憲法に緊急事態条項がなかったからではあり
ません。感染症対策についても現行法律で十分対
処できるのに政府の対応が遅れたのは、全国で保
健所数を減らし、医師や病床数を減らしてきたか
らです。このことについてきちんと検証がなされ
るべきです。ちなみにオリンピック開催時に首都
圏を中心とした第５波によって混乱が生じた際、
野党４党が憲法53条に基づく臨時国会の召集を
要求しましたが、菅政権は召集しませんでした。
こうした政府の国会軽視こそが問われるべきです。
　法律に基づく「緊急事態宣言」と、憲法上の「緊
急事態条項」は全く別物です。緊急事態条項は大
規模災害やコロナ感染症対策ではなく、まさに戦
争を想定した条項です。衆参憲法調査会で議論す
べきは、権力者に「事実上の全権委任を許す」危
険性のある緊急事態条項を創設することではなく、
現行憲法に基づき国会を正しく機能させることで
す。感染症抑止や、戦争回避に向け現行憲法の枠
内でできる限りの対応を図るべきです。
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多様性みとめる社会に！
　　多機能型重症児者通所事業所「まなびのへやバンビーナ南陽」を視察

　６月議会最終日の本会議で自民党議員等から提出された意見書
案「緊急事態に対応できる国づくりに向けた建設的な議論を求め
る意見書」に対し《反対討論》を行いました。

反対６賛成36で採択となり意見書は国に提出されました。
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医療的ケア児への支援についてお伺いし
ます。先日お子さんが難病で重度障害児

になり、14年ほど自宅で介護しているというお
母さんから相談がありました。子供が大きくなっ
て自宅での入浴介助が大変となり入浴介助サービ
スを利用したいのだが、どこにお願いすればよい
のかということでした。在宅療養時の入浴介助は
子供の体の成長や病気の進行とともに介助の負担
や危険性が増えること、年齢によって分けられて
いる現在の福祉サービスでは十分な支援が行えな
いという現状を初めて知りました。そういう家庭
の方が一体どこへ連絡したらいいのかわからない
という現状があるわけです。どのように情報提供
をされているのかお知らせください。

「医療的ケア児支援センター」
がそのような相談窓口となるという目的で設置さ
れております。療育センターに通院されているお
子さんだけでなく県内すべての方々に対応できる
ような相談窓口としてどのようなサービスがどの
ような事業所でできるのかというようなコーディ
ネーターも活用しながら対応していきたいと考え
ております。

ぜひホームページ等でも、そういった
情報をどんどん公開していただけたら

と思います。次に特別支援学校への通学支援につ
いて伺います。
　特別支援教育の充実を図る懇談会で話し合われ

障害のある子どもや
その保護者への支援
について

た内容を聞く機会がありました。保護者が一番
困っていることがスクールバスのことだったとの
ことです。秋田市以外の学校では希望していても
利用できない人が出ているとのことでしたが、県
ではどのように把握し対応されているのでしょう
か。

特別支援学校のスクールバスについて
は児童生徒の通学状況を踏まえながら、その台数
あるいは座席数を確保するように努めているとこ
ろです。ただ一部の学校においては、児童生徒数
が急増して、乗車定員の超過が生じているケース
もあると思います。しかし、増えたからといって
急に大きいバスに替えるというのもできるような
状況ではなく不便をかけていると思います。ただ、
路線バスを利用できるような生徒さんがいればお
願いしたりとか、スクールバス路線から大きく外
れるようなお住まいの場合やその障害の特性でな
かなかスクールバスの乗車が厳しい子どもさんも
いるわけで、そういった場合には保護者送迎をお
願いしながら調整しているところはあります。

いろいろと個別に改善に向けて対応され
ているということは承知しておりますが、

県の財政事情や運転手確保だとか様々問題があり
大変だから家族で送迎していただきたいと言われ
ると、やはり我慢している方も多いのではないか
と思います。何とか介護タクシーだとか別な活用
方法もあるかと思いますのでさまざま検討されな
がら改善に向けて努力していただきたいと思いま
す。

入学者数も年によって違い、なかなか
その先を読むのが難しいところはありますが、な

るべく早くバス利用希望がどのくらいあるか、学
校で把握するといったことをしながらバスの更新
時にはその適正規模の車両を準備できるようなこ
とも含めて学校と連携を図りながらやっていきた
いと思っています。

同様の問題ですけれども医療的ケア児の
通学支援について伺います。

　医療的ケア児が特別支援学校に通学する場合も、
スクールバス等を利用したいという声があります。
ですが県内ではスクールバスに看護師が同乗して
いないために利用できずに家族が送迎しているの
が実態のようです。県教委では対応策とか検討を
行っているのでしょうか。

特別支援学校に通学している医療的ケ
ア児に関しても、障害の特性は様々ありますので、
学校と保護者が十分相談しながら、バス以外であ
れば保護者送迎を行っていただいております。

兵庫県は介護士や看護師が乗っている通
学タクシーを利用したり、月数回は看護

師と一緒に介護タクシー等で帰宅する取り組みを
行っています。また神奈川県では６月から福祉車
両等に訪問看護ステーションの看護師を同乗させ、
かつその介護車両を活用した通学支援も実施して
いるようです。他県の進んだ事例などを参考にし
ながら取り組んでいただきたいと思います。

校外学習等に行く場合に関しては今準
備中で、まずその方向で進めようとしていますが
通学の方はまだこれからという状況であります。

ぜひ、どの子どもも同じように、一緒に
学びの場に参加できるよう県教委として

も頑張っていただきたいと思います。

　それから医療的ケア児を介護する家族の90％
以上が母親と言われています。私の友人は聴覚障
害のお子さんを持つ母親ですが「私は子供をス
クールバスで特別支援学校に通わせることができ
たから、こうして仕事を辞めずに働き続けること
ができたと思っている。そして秋田市内は、放課
後デイサービスも事業所が多いから、２ヶ所利用
してフルタイムで働けている。こうしたサービス
がなかったら仕事は続けることができなかった」
と話してくれました。しかし、ほとんどのお母さ
んはバス停や学校への送迎、校内待機、校外学習
の付き添いといったことが理由で離職、もしくは
再就職を諦めています。つまり、女性活躍や両立
支援からこぼれ落ちてしまうのです。今回の「医
療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法
律」の施行を機に是非とも女性活躍、子育て支援
という観点からもしっかりと対策を講じていただ
きたいと考えます。知事のお考えをお聞かせくだ
さい。

医療的ケア児の人数はそう多くないです
から、いずれ私もこれ問題意識持ってます。
　私の友人にそういう方がいるんですが、相当負
担がかかっていますのでその辺を県としてどのぐ
らいカバーできるのか、この問題について研究し
ながら前向きにできることはやっていきたいと思
いますので、一つ、これを今後検討するようにい
たします。
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行政と住民の力を合わせて、暮らしの再生！
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広いすべり台（山形市南部児童遊戯施設）

車いすで乗れるブランコ（山形市南部児童遊戯施設）

医療的ケア児とは
NICU（新生児集中治療室）等に長期間
入院した後、引続き人工呼吸器や胃ろう
等を使用し、たんの吸引や経管栄養な
どの医療的ケアが日常的に必要な
障がい児のことです。
秋田県では６月に医療的ケア
児支援センター「コラソン」
が開所しました。日常的
に医療的ケアが必要な
児童と家族が利用で
きます。

６月議会総括審査

※その他質問事項
・「出産・子育てに対する経済的負担の軽減」
・「出産・子育てを応援する社会づくり」
詳しくは秋田県議会のホームページかFacebook
（秋田県議会）でご覧ください。


